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 本稿の課題は、戦後日本の自動車産業を対象とした排ガス・安全等の規制政策の考察を

通して、産業政策の役割やその意義、及び政府企業間関係について再考することである。 

産業政策研究における重要なテーマの一つが、政府と産業・企業との関係である。特に、

政府の政策が日本の産業及び企業の発展にどの程度寄与したのか、という点がこれまで数

多く議論されてきた。 

 本稿では、主として自動車産業に対する運輸省の規制政策を考察の対象とした。規制政

策を検討対象とする意義は、①政策の時期と対象を拡大すること、②政府と産業・企業と

の関係について新たな視座を与えること、の 2 点である。 

 まず、①について。多くの研究で指摘されているように、産業政策の基本的な役割とし

て、市場の失敗の補完があげられる。もし、そうであるならば、産業政策を議論とする場

合、通産省の特定の政策に限定せず、対象をより広範にして検討することが必要であろう。 

 特に、1960 年代後半以降、通産省が保護・育成政策の手段と根拠を失う一方、環境・安

全等の社会的規制政策が対産業政策の中心となったことを考えれば、同時期における政策

と産業の関係を見るには、公害・安全等の社会的規制政策を検討する必要があるといえよ

う。 

 次に②について。社会的規制政策は企業の発展とは異なった論理で実施されるケースが

多い。それゆえ、これまでの産業政策研究で指摘されてきたような、企業及びその活動・

戦略を主とし、政府及びその政策を従とする関係が必ずしも当てはまるわけではない。 

 一方、しばしば見られるように、「規制者」（規制政策）と産業・企業の関係を対立的

なものとして捉えることも適当ではない。日本の社会的規制政策はその実施の際に規制対
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象との交渉を十分に行い、ある程度その産業に配慮して実施されるという特徴を有してい

た。すなわち、日本の社会的規制政策は実現不可能な規制を実施することはなく、また政

府が「環境整備者」として規制の実現可能性を高める政策を同時に実施することが常であ

った。また、運輸省及び環境庁などによる社会的規制政策は、長期的な観点からいえば、

企業の投資方向性を転換させるものではなく、それを喚起、促進させる役割を果たした。 

 以上の点を踏まえ、本稿では、産業政策の役割及び政府・企業間関係に関する新たな視

座を、自動車産業―特に乗用車―に対して実施された社会的規制政策の事例を検討するこ

とで、提供した。 

 

 第 1 章では、1960 年代以降の規制政策と対比するため、1950～60 年代に構想・実施され

た通産省の乗用車保護・育成・集約化政策の特徴を確認した。通産省の保護・育成政策は、

①当該産業の発展とそれによる国際競争力の強化を第一の目的とする、②そのため、対象

産業育成の意義が問われる（他省庁との政策と抵触した場合、その政策の正当性がより一

層問われることとなる）、③当該産業がその政策を容認しない場合、その政策が実行され

ない、あるいは効果を発揮しないという特徴を有した。 

 第 2 章では、運輸省の規制政策の根拠となった「道路運送車両法」の成立過程を概観し

た。「道路運送車両法」の成立により、運輸省の環境・安全規制に法的根拠が付されると

ともに、運輸省が「保安基準」項目を変更する場合に一定の手続きが必要となった。また、

規制の成立過程で結ばれた運輸・通産両省の了解事項により、保安基準項目や基準値の変

更に際し、運輸省と自動車メーカー及び通産省との折衝を経る仕組みが生まれた。 

 第 3 章では、1966 年に運輸省によって行われた、日本初の自動車排出ガス規制である、

「66 年規制」の成立過程とその規制の持った意義について明らかにした。「66 年規制」は、

その対象が一酸化炭素に限定されるなど、過渡的な政策を有するものであった。しかし、

メーカーの環境への意識を高めさせ、自動車単体の一酸化炭素の排出量を抑制させる働き

をもった。また、測定方法や測定器の研究開発などを進展させ、後の規制の土台を生み出

す役割も果たした。 

 第 4 章では、1969 年に実施された使用過程車規制の検討を行った。同規制は、使用過程

車の一酸化炭素排出量を削減させるとともに、自動車メーカー、同販売会社、同整備工場

の測定器導入を促進し、これまで狭隘だった国内排ガス測定器市場を拡大させ、測定器メ

ーカー等の投資を促進させる働きをもった。 

 第 5 章では、「76 年規制」及び「78 年規制」について、中央省庁の動きを中心にその形

成過程を明らかにした。1970 年代の規制政策、特に「日本版マスキー法」は、規制値の厳

しさから、メーカーの環境関連投資をかつてないほど促進させた。 

 また、環境庁の規制政策の特徴を運輸省のそれと対比しながら検討した。環境庁の政策

は、環境の改善を第一義とする点で、円滑な運輸を視野に入れる運輸省の規制政策とは一

線を画した。その一方で、規制の着実な実現のため、メーカーの技術力に配慮するなど、

共通点も見られた。 

 第 6 章では、1969 年の「保安基準」の改正を検討し、規制の特徴と同規制が自動車メー

カー及び部品メーカーに与えた影響について考察を行った。「69 年規制」は、アメリカの

安全基準と比して一段階遅れた過渡的な規制であった。しかし、規制実施以後、事故数・
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死傷者数がともに減少した。また、同規制は、シートベルト等の関連部品市場を拡大させ

ることにより、既存メーカーの生産拡大と企業の新規参入を生じさせることで、企業の投

資を促進させた。 

 第 7 章では、リコール制度の成立過程を中心とした、運輸省の「欠陥車問題」への対応

を検討することにより、この問題が大きな社会問題となった時代的背景や、リコール制度

に対する政策当局及び自動車メーカーの意見の変化、同制度成立以前の回収方法及びその

問題点等を明らかにした。「欠陥車問題」に対処する形で、導入されたリコール制度は、

自動車メーカーによるリコール車の回収速度を早めさせるとともに、自動車メーカー及び

関連業界に、再発防止のための組織の改編を促した。一方で、同制度は、リコールの判断

を基本的にメーカーに委任するなど制度としての限界も有していた。 

 第 8 章では、通産省による社会的規制政策として、ガソリンの無鉛化について検討を行

った。通産省は、ガソリン中の鉛を規制するなど「規制者」としての役割を担う一方、開

銀を通じた資金援助を実施したり、石油・自動車両業界に共同研究の場を提供するなど、

「環境整備者」としての役割も果たした。そのような、通産省の規制政策においては、業

界との連携が、運輸省・環境庁に比べ、スムーズに行われた。一方、産業の発展を第一義

とする通産省の規制政策は、運輸省や環境庁のそれと比較して、メーカーへの配慮が強く

表れた。そのため、ガソリンの完全無鉛化は、当初の予定より遅れて実施されることとな

った。 

 

 本稿ではこれらの対自動車規制政策を個別に検討することで、自動車産業に対する産業

政策の対象と時期を拡大した。これにより、これまで 1950～60 年代前半の通産省による産

業政策を中心に考察されていた自動車産業政策史研究に、新たなケースを提供した。 

 また、政府の規制政策と産業・企業の関係についても新たな視座を提供した。運輸省に

よる規制は、メーカーに環境・安全問題への対応を促すものであった一方、自動車関連業

界の技術水準・研究状況、実施に際するコストなどを十分に配慮して実施された。また、

環境庁及び通産省の規制も、その程度については、それぞれの立場や役割によって異なる

ものであったが、基本的にはメーカーの技術や生産状況への配慮が払われた。このような

メーカーへの配慮は、規制政策の成功要因の一つなった。そして、規制政策の成功が日本

車の環境・安全技術向上の一要因でもあった。 

 また、自動車環境規制が、新市場の創出・拡大や、環境・安全問題への対応を強制する

ことによって、日本企業の投資を促進させる働きをもった点も明らかになった。 

 1960～70 年代の対自動車規制政策においては、政府と産業・企業がともに自身の戦略を

追求した結果、社会的要請の高い環境・安全対策投資が促進された。両者は、短期的には

規制の速度や水準等をめぐって意見を対立させた。しかし、長期的には社会問題の解決と

いう同方向に向けて産業を発展させていった。日本の規制政策の特徴ともいえるこのよう

な緊張感をはらんだ協調関係が、日本における順調な環境規制の実施と環境・安全関連投

資やイノベーションの創出を生んだといえる。 

  


